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　マイナポイントの予約・申
込をすれば、キャッシュレス
決済サービスの利用額に応じ
て、１人あたり最大5000円分
のポイントがもらえます。
マイナポイント取得の流れ
①マイナンバーカードを取得
②マイナポイントの予約…マ
イキーIDを設定
③マイナポイントの申込…キ
ャッシュレス決済サービス
を選択
④申込後、選択したキャッシ
ュレス決済サービスでチャ
ージまたは買い物をする
※②③にはマイナンバーカー
ドと４桁の暗証番号が必要
※②の受付期間は国の予算上
限に達するまで
※③は決済サービスIDとセキ
ュリティコードが必要

マイナポイント取得に必要な
物
　マイナンバーカードと公的
個人認証サービス対応のス
マートフォンまたはパソコ
ンと公的個人認証サービス
対応のICカードリーダ
※持っていない人は市役所別
館１階の専用ブースを利用。
ブースの開設時間は平日午
前９時～午後５時30分（年
末年始を除く）
問合先
◦マイナポイント…マイナン
バー総合フリーダイヤル
　☎０１２０(９５)０１７８
◦マイナンバーカードの交付
申請…市民課
　☎０６(６９０２)５９８３
◦専用ブース…ICT推進課
　☎０６(６９０２)５７９３

マイナンバーカードを取得して
マイナポイントでお得に買い物

▼詳しくはこちら

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
平
日
時
間
外
窓
口

　

１
月
よ
り
、
試
行
的
に
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
窓
口
の
開
庁
時
間
を
延
長
し
ま

す
。

と
き

　

１
月
８
日
㈮
、
２
月
12
日
㈮
、
３

月
12
日
㈮
午
後
５
時
30
分
～
７
時

と
こ
ろ

　

市
民
課
（
市
役
所
別
館
１
階
）

業
務
内
容　

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交

付
・
再
交
付
、
電
子
証
明
書
の
発

行
・
更
新
、
暗
証
番
号
の
再
設
定

・
ロ
ッ
ク
解
除
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

に
関
す
る
相
談

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
出
張

申
請
サ
ポ
ー
ト
を
行
い
ま
す

　

申
請
書
記
入
補
助
、
写
真
撮
影
、

申
請
書
送
付
を
お
手
伝
い
し
ま
す
。

と
き　

２
月
７
日
㈰

　

午
前
10
時
～
午
後
４
時

と
こ
ろ

　

南
部
市
民
セ
ン
タ
ー
ロ
ビ
ー

対
象

　

市
に
住
民
登
録
し
て
い
る
人

持
ち
物　

本
人
確
認
書
類
（
運
転
免

許
証
な
ど
）

※
通
知
カ
ー
ド
、
印
鑑
が
あ
る
人
は

持
参

※
受
付
当
日
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
は
交
付
不
可
。
後
日
（
約
１
～

２
カ
月
後
）
市
役
所
で
受
け
取
り

問
合
先　

市
民
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
８
３

１
月
21
日
㈭
、
30
日
㈯
は

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
を

一
時
停
止

　

シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た
め
、

住
民
票
の
写
し
と
印
鑑
登
録
証
明
書

の
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
を
一
時

停
止
し
ま
す
。

問
合
先　

市
民
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
７
０

市
長
の
資
産
等
報
告
書
を
公
開

　

「
政
治
論
理
の
確
立
の
た
め
の
門

真
市
長
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る

条
例
」
に
基
づ
き
、
提
出
さ
れ
た
市

長
の
資
産
等
報
告
書
を
公
開
し
ま
す
。

閲
覧
開
始
日　

１
月
４
日
㈪

閲
覧
時
間

　

平
日
午
前
９
時
～
午
後
５
時
30
分

閲
覧
場
所　

市
情
報
コ
ー
ナ
ー

　

（
市
役
所
別
館
１
階
）

第
３
回
北
河
内
・
は
た
ら
く
人
の

ア
ー
ト
展
の
作
品
募
集

　

北
河
内
７
市
を
巡
回
し
て
開
催
し

ま
す
。

展
示
期
間　

２
月
５
日
㈮
～
８
日
㈪

展
示
場
所　

ル
ミ
エ
ー
ル
ホ
ー
ル

出
展
作
品

　

絵
画
、
書
、
写
真
、
工
芸
な
ど

※
原
則
１
人
１
点
ま
で
。
大
き
さ
は

縦
横
１
０
０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

内
（
掛
け
軸
な
ど
縦
長
の
物
は
可

）
。
写
真
は
最
大
３
点
ま
で
の
組

写
真
（
１
点
の
大
き
さ
は
フ
レ
ー

ム
半
切
サ
イ
ズ
ま
で
）

対
象

　

北
河
内
地
域
に
在
住
・
在
勤
の
人

出
展
料　

１
０
０
０
円

申
込
書
配
布
場
所　

産
業
振
興
課

申
込
方
法　

１
月
15
日
㈮
ま
で
に
申

込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、

郵
送
ま
た
は
フ
ァ
ッ
ク
ス

申
込
・
問
合
先

　

北
河
内
労
働
者
福
祉
協
議
会

　

☎
０
７
２（
８
６
１
）６
０
６
０

　

FAX
０
７
２（
８
６
１
）６
０
６
１

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
門
真
×
大
東
市

障
が
い
者
就
職
面
接
会

と
き

　

２
月
17
日
㈬
午
後
１
時
～
４
時

と
こ
ろ　

大
東
市
立
文
化
ホ
ー
ル
（

サ
ー
テ
ィ
ー
ホ
ー
ル
）

対
象

　

就
職
を
考
え
て
い
る
障
が
い
の
あ

る
人

参
加
企
業
数　

６
社

申
込
方
法　

電
話

※
事
前
申
込
必
須
。
事
前
申
し
込
み

が
な
い
場
合
は
当
日
参
加
不
可

申
込
・
問
合
先　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
門

真
専
門
援
助
部
門

　

☎
０
６（
６
９
０
６
）６
８
３
１

　

（
42
♯
を
プ
ッ
シ
ュ
）

飯
盛
霊
園
か
ら
の
お
知
ら
せ

◆
使
用
者
募
集
対
象
の
墓
所
を
追
加

申
込
方
法

　

１
月
13
日
㈬
以
降
の
午
前
９
時
～

午
後
５
時
30
分
に
直
接

※
詳
し
く
は
事
前
に
飯
盛
霊
園
組
合

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
お
よ
び
組
合
事
務

所
で
公
表
予
定

※
門
真
・
守
口
・
大
東
・
四
條
畷
市

に
住
民
登
録
が
な
い
人
は
選
べ
る

墓
所
に
制
限
あ
り

申
込
・
問
合
先

　

飯
盛
霊
園
組
合
管
理
課

　

☎
０
７
４
３（
７
８
）１
１
９
５

海
の
事
件
・
事
故
は
１
１
８
番

　

海
上
保
安
庁
で
は
、
毎
年
１
月
18

日
を
「
１
１
８
番
の
日
」
に
定
め
て

い
ま
す
。
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
１

１
８
番
に
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
海
難
・
人
身
事
故
に
遭
遇
し
た
、

ま
た
は
目
撃
し
た

１
月
26
日
は

「
文
化
財
防
火
デ
ー
」

　

法
隆
寺
金
堂
壁
画
が
焼
損
し
た
１

月
26
日
は
「
文
化
防
火
デ
ー
」
と
定

め
、
毎
年
一
斉
に
防
火
啓
発
活
動
が

実
施
さ
れ
ま
す
。

　

今
年
は
、
文
化
財
の
火
災
が
相
次

い
で
発
生
し
て
い
ま
す
。
文
化
財
は

歴
史
と
文
化
を
後
世
に
伝
え
る
貴
重

な
宝
物
で
す
。
消
防
署
で
は
、
文
化

財
を
火
災
か
ら
守
る
た
め
、
文
化
財

を
保
有
す
る
建
物
な
ど
へ
の
立
ち
入

り
検
査
や
消
防
訓
練
な
ど
を
実
施
し

ま
す
。

問
合
先

　

門
真
消
防
署

　

☎
０
６（
６
９
０
５
）０
１
１
９

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習

（
資
格
取
得
）

　

防
火
管
理
者
が
不
在
の
事
業
所
な

ど
は
管
理
・
監
督
的
な
立
場
の
人
が

受
講
し
、
資
格
を
取
得
し
て
く
だ
さ

い
。

と
き　

１
月
28
日
㈭
午
前
９
時
40
分

～
午
後
５
時
、
１
月
29
日
㈮
午
前

９
時
40
分
～
午
後
３
時
30
分

※
２
日
間
と
も
受
講
が
必
要

と
こ
ろ

　

守
口
市
門
真
市
消
防
組
合
消
防
本

部
費
用　

４
０
０
０
円

※
テ
キ
ス
ト
代
を
含
む

申
込
方
法　

１
月
12
日
㈫
～
21
日
㈭

の
平
日
午
前
９
時
～
午
後
５
時
に

直
接

※
詳
し
く
は
守
口
市
門
真
市
消
防
組

合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

申
込
・
問
合
先　

守
口
市
門
真
市
消

防
組
合
消
防
本
部
予
防
課

　

☎
０
６（
６
９
０
６
）１
３
０
２

救
急
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー

再
講
習

と
き　

２
月
14
日
㈰

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
０
時
30
分

と
こ
ろ

　

南
部
出
張
所
、
東
部
出
張
所

対
象　

救
急
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
の

認
定
証
が
あ
る
人

費
用　

１
６
０
円

申
込
方
法

　

１
月
18
日
㈪
～
２
月
５
日
㈮
午
前

９
時
～
午
後
９
時
に
門
真
消
防
署

ま
た
は
守
口
市
門
真
市
消
防
組
合

消
防
本
部
へ
直
接

※
電
話
で
の
受
付
不
可

申
込
・
問
合
先

　

門
真
消
防
署

　

☎
０
６（
６
９
０
５
）０
１
１
９

　

守
口
市
門
真
市
消
防
組
合
消
防
本

部
警
備
課

　

☎
０
６（
６
９
０
６
）１
３
０
５

１
月
17
日
は

防
災
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
日

１
月
15
日
～
21
日
は

防
災
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
週
間

　

防
災
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
日
・
週

間
を
き
っ
か
け
に
、
地
域
の
人
や
身

近
な
人
と
防
災
に
つ
い
て
話
し
合
い

ま
せ
ん
か
。

◆
防
災
資
機
材
を
貸
し
出
し
ま
す

　

自
治
会
を
中
心
と
し
た
自
主
防
災

組
織
に
、
ハ
ン
マ
ー
や
バ
ー
ル
、
ツ

ル
ハ
シ
な
ど
を
セ
ッ
ト
に
し
た
防
災

資
機
材
を
貸
し
出
し
て
い
ま
す
。

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

問
合
先

　

危
機
管
理
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
１
２

問
合
先　

秘
書
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
５
３
６

も
り
か
ど
未
来
ま
つ
り
第
三
弾

「
守
口
門
真
ク
イ
ズ
＆
フ
ォ
ト
ラ
リ

ー
わ
が
ま
ち
ス
ポ
ッ
ト
大
発
見
」

　

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
を
め
ぐ
り
、

ク
イ
ズ
や
指
令
な
ど
を
ク
リ
ア
し
ま

し
ょ
う
。
ク
イ
ズ
の
解
答
用
紙
を
郵

送
も
し
く
は
持
参
さ
れ
た
人
の
中
か

ら
抽
選
で
、
素
敵
な
プ
レ
ゼ
ン
ト
を

贈
呈
し
ま
す
。

と
き　

１
月
30
日
㈯
～
２
月
14
日
㈰

と
こ
ろ　

門
真
市
、
守
口
市
全
域

費
用　

無
料

郵
送
・
問
合
先

　

〒
５
７
１
︲
０
０
４
５

　

門
真
市
殿
島
町
６
︲
４

　

守
口
門
真
商
工
会
議
所
青
年
部
事

務
局

　

☎
０
６（
６
９
０
９
）３
３
０
３

◦
密
漁
、
不
法
投
棄
な
ど
の
情
報
を

得
た

◦
見
慣
れ
な
い
船
や
不
審
な
船
を
発

見
し
た

◦
油
の
排
出
な
ど
を
発
見
し
た

問
合
先

　

大
阪
海
上
保
安
監
部
管
理
課

　

☎
０
６（
６
５
７
１
）０
２
２
１

法
務
局
で
自
筆
証
書
遺
言
書
の

保
管
が
可
能
に
な
り
ま
し
た

　

遺
言
書
の
紛
失
や
改
ざ
ん
の
恐
れ

が
な
く
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先

　

大
阪
法
務
局

　

☎
０
６（
６
９
４
２
）９
４
８
２

ぜひ、
ご活用ください！ 防

災

消

防

お
知
ら
せ
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